
地域自治組織名称 十日町南地域自治振興会 

拠点 川治公民館 

拠点住所・連絡先 

〒948－0038 

十日町市河内町 1番地 12 

電話：025－752－2223 

FAX：025－752－2223 

対象区域 

（46行政区） 

川治上町第 1、川治上町第 2、川治中町、川治内後第 1、川治内後第 2、

川治下町第 1、川治下町第 2、川治下町第 3、妻有町東 1丁目、妻有町

西 1・2丁目、谷内丑第 1、谷内丑第 2、北新田第 1、北新田第 2、北新

田第 3、城之古第 1、城之古第 2、城之古第 3、城之古東町、塚原町、

山本町 1丁目、山本町 2丁目、山本町 3丁目、山本町 4丁目、山本町 5

丁目、千歳町 1丁目、千歳町 2・3丁目、寿町 1丁目、寿町 2・3丁目、

河内町、関根第 1、関根第 2、浅之平、笹之沢、落之水、池之平、孕石、

長里、椌木、中村、六箇山谷、麻畑、田麦、二ツ屋、船坂、塩ノ又 

構成する振興会等 

（4振興会 10町内会） 

川治地区振興会、山本地区振興会、八箇地区振興会、六箇地区振興会、

10町内会 

 


